
■ 

社
会
保
険
料
控
除
証
明
書
の
再
発

行
に
つ
い
て

　
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た
場

合
、
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
そ
の

年
の
課
税
所
得
か
ら
控
除
さ
れ
、
税

額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
の

「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険

料
）
控
除
証
明
書
」
は
、
日
本
年
金

機
構
よ
り
順
次
送
付
し
て
い
ま
す
。

　
紛
失
し
た
場
合
な
ど
は
電
話
で
再

発
行
が
で
き
ま
す
の
で
、
年
金
事
務

所
ま
た
は
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ

ル
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い（
基

礎
年
金
番
号
が
分
か
る
も
の
が
必
要
）。

■
問
合
せ

○
千
葉
年
金
事
務
所

　
☎
０
４
３

－
２
４
２

－

６
３
２
０

　
（
自
動
音
声
案
内
）

○
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
０
５
７
０

－

０
０
３

－

０
０
４

　
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

※ 

０
５
０
で
始
ま
る
電
話
番
号
で
お

か
け
に
な
る
場
合
は
…

　
☎
０
３

－

６
６
３
０

－

２
５
２
５

■ 

公
的
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票
の

　
再
発
行
に
つ
い
て

　
令
和
元
年
分
の
公
的
年
金
な
ど
の

源
泉
徴
収
票
は
、
老
齢
・
退
職
を
支

給
事
由
と
す
る
年
金
を
受
給
し
て
い

る
方
全
員
へ
日
本
年
金
機
構
よ
り
順

次
送
付
し
て
い
ま
す
。

　
紛
失
し
た
場
合
な
ど
は
電
話
で
再

発
行
が
で
き
ま
す
の
で
、
年
金
事
務

所
ま
た
は
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
（
基
礎
年
金

番
号
が
分
か
る
も
の
が
必
要
）
。

※ 

お
急
ぎ
の
場
合
は
、
年
金
事
務
所

な
ど
に
直
接
来
訪
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

○
千
葉
年
金
事
務
所

　
☎
０
４
３

－

２
４
２

－

６
３
２
０

　
（
自
動
音
声
案
内
）

○
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
０
５
７
０

－

０
５

－

１
１
６
５

　
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

※ 

０
５
０
で
始
ま
る
電
話
番
号
で
お

か
け
に
な
る
場
合
は
…

　
☎
０
３

－

６
７
０
０

－

１
１
６
５

年金
社
会
保
険
料
控
除
証
明
書
・
公
的
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票

紛
失
時
な
ど
再
発
行
が
可
能
で
す

　
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
と
「
公
的
年
金

な
ど
の
源
泉
徴
収
票
」
を
紛
失
し
た
際
は
、
年
金
事
務
所
な
ど
に
連
絡
す

れ
ば
再
発
行
で
き
ま
す
。

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 

☎
77
‐
３
９
１
2

問

8広報しばやま 

　
「
口
座
振
替
」
に
よ
る
納
税
は
、
金
融
機
関
に
出
掛
け
な
く
て
も
、
自

動
的
に
納
税
が
完
了
す
る
方
法
で
す
。
令
和
２
年
度
第
１
期
か
ら
利
用
を

希
望
す
る
場
合
は
、
手
続
き
期
限
（
別
表
参
照
）
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

納税
自
動
で
簡
単
引
き
落
と
し

納
税
は
口
座
振
替
で

■
口
座
振
替
の
特
徴

　

口
座
振
替
に
よ
る
納
税
は
、
前

も
っ
て
ご
指
定
の
金
融
機
関
の
預
貯

金
口
座
に
入
金
し
て
お
く
だ
け
で
納

税
が
で
き
る
た
め
、
納
め
忘
れ
の
心

配
が
な
く
、
金
融
機
関
に
出
掛
け
て

納
税
す
る
手
間
が
省
け
る
な
ど
、
安

心
・
確
実
で
大
変
便
利
で
す
。

　

ま
た
、
一
度
手
続
き
を
す
る
と
、

自
動
的
に
更
新
さ
れ
ま
す
。た
だ
し
、

固
定
資
産
の
共
有
者
が
変
更
に
な
っ

た
り
、
相
続
な
ど
に
よ
り
所
有
者
が

変
更
に
な
っ
た
場
合
な
ど
に
は
、
再

度
手
続
き
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
手
続
き
は
お
早
め
に

　

取
扱
金
融
機
関
に
納
税
通
知
書
、

預
金
通
帳
、印
鑑
（
通
帳
お
届
け
印
）

を
持
参
し
、
預
金
口
座
振
替
依
頼
書

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
預
金
口
座
振
替
依
頼
書

　
町
内
の
金
融
機
関
の
窓
口
に
備
え

付
け
て
あ
る
依
頼
書
を
ご
利
用
に
な

る
か
、
町
民
税
務
課
収
税
係
に
ご
連

絡
い
た
だ
け
れ
ば
郵
送
し
ま
す
。

■
取
扱
金
融
機
関

　
千
葉
銀
行
、
山
武
郡
市
農
業
協
同

組
合
、千
葉
信
用
金
庫
、京
葉
銀
行
、

千
葉
興
業
銀
行
、
み
ず
ほ
銀
行
、
三

井
住
友
銀
行
、
銚
子
信
用
金
庫
、
中

央
労
働
金
庫
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
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■口座振替利用希望の手続き期限（別表）

税　　目 金融機関での手続き期限

固定資産税 ２月28日㈮まで

軽自動車税 ３月31日㈫まで

町 県 民 税 ４月30日㈭まで

国民健康保険税 ５月29日㈮まで

TOWN INFORMATION 町からのお知らせ



　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い

る
世
帯
へ
医
療
費
の
額
を
お
知
ら
せ

す
る
こ
と
に
よ
り
、
皆
さ
ん
の
健
康

に
対
す
る
知
識
を
深
め
る
と
共
に
、

医
療
保
険
の
健
全
な
運
営
化
を
目
的

に
医
療
費
通
知
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　
医
療
費
通
知
は
、
医
療
機
関
な
ど

か
ら
の
請
求
書
（
診
療
報
酬
明
細

書
）
を
も
と
に
作
成
さ
れ
ま
す
。
な

お
、
医
療
機
関
な
ど
か
ら
の
請
求
が

遅
れ
て
い
る
場
合
な
ど
、
医
療
通
知

に
記
載
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■ 

医
療
費
通
知
を
活
用
し
た
医
療
費

控
除
の
申
告
に
つ
い
て

　
平
成
31
年
分
以
降
、
医
療
費
通
知

を
活
用
し
た
医
療
費
控
除
の
申
告
が

可
能
に
な
り
ま
し
た
。
申
告
す
る
際

は
次
の
項
目
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

⑴ 

医
療
控
除
の
対
象
と
な
る
支
出
で
、

医
療
費
通
知
に
記
載
さ
れ
て
い
な

い
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、医
療
機

関
な
ど
か
ら
発
行
さ
れ
る
領
収
書

に
基
づ
い
て「
医
療
費
控
除
の
明

細
書
」を
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

⑵ 
「
窓
口
負
担
額
」
に
は
、
自
己
負

担
相
当
額
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
「
窓
口
負
担
額
」
と
実
際

に
ご
自
身
が
負
担
さ
れ
た
額
が
異

な
る
場
合
（
高
額
医
療
費
、
公
費

負
担
医
療
費
な
ど
が
あ
る
場
合
）

に
は
、
「
窓
口
負
担
額
」
に
記
載

の
額
か
ら
高
額
医
療
費
な
ど
の
額

を
差
し
引
い
て
申
告
い
た
だ
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

■
確
定
申
告
は
忘
れ
ず
に

　
申
告
情
報
を
も
と
に
国
保
税
、
高

齢
者
の
医
療
の
負
担
割
合
、
高
額
医

療
費
の
自
己
負
担
限
度
額
な
ど
が
決

定
さ
れ
ま
す
の
で
、
所
得
の
申
告
は

必
ず
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
申
告
が
さ

れ
て
い
な
い
場
合
、
国
保
の
負
担
区

分
は
高
額
所
得
者
と
同
一
の
区
分
と

み
な
さ
れ
て
判
定
さ
れ
ま
す
（
被
扶

養
者
で
な
い
収
入
が
な
い
方
で
確
定

申
告
を
し
て
い
な
い
方
は
、
住
民
税

の
申
告
が
必
要
に
な
り
ま
す
）
。
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ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
（
後
発
医

薬
品
）
は
、
新
薬
（
先
発
医
薬
品
）

の
特
許
終
了
後
に
有
効
成
分
、
効
能

お
よ
び
効
果
が
新
薬
と
同
等
の
医
薬

品
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
の
許
可
の

も
と
で
製
造
・
販
売
さ
れ
た
安
心
な

薬
で
、
新
薬
よ
り
も
３
～
５
割
程
度

安
価
な
薬
で
す
。

　　
病
院
内
で
薬
を
も
ら
う
場
合
は
、

診
察
券
な
ど
と
一
緒
に
「
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
希
望
カ
ー
ド
」
を
出

す
か
、
医
師
に
提
示
し
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
へ
変
え
る
こ
と
が
で
き
る

か
相
談
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
薬
局

で
処
方
薬
を
も
ら
う
場
合
に
は
、
薬

剤
師
に
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
希

望
カ
ー
ド
」
を
提
示
し
て
み
ま
し
ょ

う
。

※ 

す
べ
て
の
薬
が
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医

薬
品
に
変
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　　
長
く
飲
み
な
れ
た
新
薬
を
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
に
変
え
る
こ
と
を
不

安
に
感
じ
る
場
合
は
、
と
り
あ
え
ず

一
週
間
分
（
短
期
間
分
）
だ
け
を
切

り
替
え
て
様
子
を
み
る
と
い
っ
た

「
お
た
め
し
調
剤
」
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
、
服
用
後
体
調
の
安
全
を
確

か
め
て
か
ら
残
り
を
処
方
し
て
も
ら

え
ま
す
。

　
変
更
に
対
す
る
不
安
や
疑
問
は
積

極
的
に
医
師
や
薬
剤
師
に
相
談
し
て

み
ま
し
ょ
う
。

医薬
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の

推
進
月
間
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
町
で
は
、
２
月
を
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
推
進
月
間
」
と
し
て
、
オ

ー
ル
千
葉
体
制
で
の
普
及
・
促
進
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
へ
の
切
り
替
え
は
、
医
療
費
を
抑
え
、
国
保
税
の
軽
減
に
も
つ

な
が
り
ま
す
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は

ど
う
や
っ
た
ら
も
ら
え
る
の
？

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
は

不
安
に
感
じ
た
ら
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9 2020. 2月号

医
療
費
の
お
知
ら
せ（
医
療
費
通
知
）に
つ
い
て

■医療費通知発送日程

発送月 対象診療年月

令和元年６月 平成31年１～３月

令和元年９月 平成31年４～６月

令和２年１月 令和元年７～10月

令和２年３月
（予定） 令和元年11～12月

TOWN INFORMATION 町からのお知らせ


